
様
式
第
一 

（
第
四
条
関
係
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     

備
考 

こ
の
用
紙
は
、
Ａ
列
六
番
と
し
、
厚
紙
を
用
い
、
中
央
の
点
線
の
所
か
ら
二
つ
折
と
す
る
。 

自
然
環
境
保
全
法
施
行
規
則
（
抄
） 

 

（
自
然
保
護
取
締
官
の
資
格
及
び
権
限
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 

法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
然
保
護
取
締
官
に
行
な
わ
せ
る
権
限
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
中
止
を
命
じ
、
又
は
同
項
第
三
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で

に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
、
相
当
の
期
限
を
定
め
て
、
原
状
回
復
を
命
じ
、
若
し
く
は
原
状
回
復
が
著
し

く
困
難
で
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
と
す
る
。 

３ 

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
然
保
護
取
締
官
に
行
わ
せ
る

権
限
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
中
止
を
命
じ
、
又
は
次
に
掲
げ
る
行
為
（
第
一
号
に
掲
げ

る
行
為
に
あ
つ
て
は
法
第
二
十
五
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
の
う
ち
法
第
十
七
条
第
一
項
第
一

号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
法
第
二
十
七
条

第
三
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
法

第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
相
当
の
期

限
を
定
め
て
、
原
状
回
復
を
命
じ
、
若
し
く
は
原
状
回
復
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
に
代
わ

る
べ
き
必
要
な
措
置
を
執
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
と
す
る
。 

 
 

一 

特
別
地
区
内
に
お
け
る
行
為
で
、
法
第
二
十
五
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の 

 
 

二 

野
生
動
植
物
保
護
地
区
内
に
お
け
る
行
為
で
、
法
第
二
十
六
条
第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
も
の 

 
 

三 

海
域
特
別
地
区
内
に
お
け
る
行
為
で
、
法
第
二
十
七
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の 

 
 

四 
普
通
地
区
内
に
お
け
る
行
為
で
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の 

 

 
 
 

自
然
環
境
保
全
法
（
抄
） 

 
 

（
中
止
命
令
等
）  

第
十
八
条 

環
境
大
臣
は
、
原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保
全
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
に
附
せ
ら
れ

た
条
件
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
、
そ
の
行
為
の
中
止
を
命
じ
、
又
は
相
当
の
期
限
を
定
め
て
、
原
状
回

復
を
命
じ
、
若
し
く
は
原
状
回
復
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
必
要
な
措
置
を

と
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

環
境
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
職
員
の
う
ち
か
ら
自
然
保
護
取
締
官
を
命
じ
、
前

項
に
規
定
す
る
権
限
の
一
部
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
項
の
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
  

（
準
用
） 

第
三
十
条 

第
十
八
条
の
規
定
は
自
然
環
境
保
全
地
域
の
区
域
内
に
お
け
る
行
為
に
対
す
る
命
令
に
つ
い
て
、

第
二
十
一
条
の
規
定
は
当
該 

区
域
内
に
お
い
て
国
の
機
関
又
は
地 

方
公
共
団
体
が
行
な
う
行
為
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

（
以
下
略
） 

第
五
十
三
条 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 
 

一 
 

（
略
） 

二 
 

第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含 

 

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
。 

第 
 
 

号 

身 
 

分 
 

証 
 

明 
 

書 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

官 
 

職 

氏 
 
 
 
 
 

名 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生
年
月
日 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年 
 

月 
 

日 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環
境
大
臣 

 
 
 
 
 
 
 

印 

   
こ
の
証
明
書
を
携
帯
す
る
者
は
、
自
然
環
境
保
全
法
第
十
八
条
（
第
三
十
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
中
止
命
令
等
を
行
う
自
然
保
護
取
締
官
で
あ
る
。

    

 
 

写 

真 


